
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レシーバを備えた上筐体とマイクロフォンを備えた下筐体とを有する折り畳み型の携帯電
話機であって、

　前記上筐体に設けられた第１の と、
　前記下筐体に設けられた第２の と、
　回線接続の有無に基づいて通話中であるかどうかを判断する判断手段と、
　 判断手段により通話中でないことが判断された場合に

受信信号を生成し、通話中であること
が判断された場合に

受信信号を生成する無線部、
とを備えた携帯電話機。
【請求項２】
レシーバを備えた上筐体とマイクロフォンを備えた下筐体とを有する折り畳み型の携帯電
話機であって、

　前記上筐体に設けられた第１の と、
　前記下筐体に設けられた第２の と、
　前記第１の からの信号又は第２の からの信号の何れを通過さ
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　前記上筐体に設けられたホイップアンテナと、
内蔵アンテナ
内蔵アンテナ

前記 前記ホイップアンテナと前記
第１の内蔵アンテナによるダイバーシチ受信により

前記ホイップアンテナと前記第２の内蔵アンテナによるダイバーシチ
受信により

　前記上筐体に設けられたホイップアンテナと、
内蔵アンテナ
内蔵アンテナ

内蔵アンテナ 内蔵アンテナ



せるかを切り換える 切換スイッチと、

　 切換スイッチからの信号に基づき受信信号を生成する無線部と
　回線接続の有無に基づいて通話中であるかどうかを判断する判断手段と、
　 判断手段により通話中でないことが判断された場合に前記第１の から
の信号を に供給するように前記 切換スイッチを切り換え、
通話中であることが判断された場合に前記第２の からの信号を

に供給するように前記 切換スイッチを切り換える制御手段、
とを備えた携帯電話機。
【請求項３】
前記第１の 及び第２の は受信専用の である請求項
１ の何れか１項に記載の携帯電話機。
【請求項４】
前記判断手段は、回線が接続されてから切断されるまでの間を通話中であると判断する請
求項１乃至請求項 の何れか１項に記載の携帯電話機。
【請求項５】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば移動通信システムで使用される携帯電話機に関し、特に複数のアンテナ
を用いて良好な送受信状態を実現する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、電話機筐体からの引き出し及び筐体への収納を可能にして携帯性を重視した送受信
共用のホイップアンテナと受信専用の内蔵アンテナを備え、ダイバーシチ方式で受信を行
う携帯電話機が知られている。この場合、ホイップアンテナとしてはモノポールアンテナ
が、内蔵アンテナとしては逆Ｆ型アンテナが広く用いられている。
【０００３】
一方、携帯電話機は、その携帯性が重要視される。そこで、例えば図５（Ａ）及び図５（
Ｂ）に示すような、折り畳み型の携帯電話機が開発されている。この携帯電話機は、上筐
体１０と下筐体２０とで構成されており、上筐体１０にはホイップアンテナ１１、内蔵ア
ンテナ１２、スピーカ（レシーバ）１３及び操作部１４が設けられている。また、下筐体
２０にはマイクロフォン２１が設けられている。
【０００４】
この携帯電話機で通話が行われる時は、図５（Ａ）に示すように、上筐体１０と下筐体２
０とが開かれる。一方、通話が行われない時又は携帯される時は、図５（Ｂ）に示すよう
に、上筐体１０と下筐体２０とが折り畳まれる。この折り畳まれた状態で、携帯電話機は
待ち受け状態になる。
【０００５】
この携帯電話機が折り畳まれた状態で例えば机の上に載置される場合は、内蔵アンテナ１
２は上側（机面から離れた側）に位置する。従って、空中からの電磁波を受けやすい状態
になる。また、この携帯電話機は、通常、取り出し後の操作を考慮して、下筐体２０が人
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第１の
　前記第１の切換スイッチからの信号又は前記ホイップアンテナからの信号の何れを透過
させるかを切り替える第２の切換スイッチと、

前記第２の

前記 内蔵アンテナ
前記第２の切換スイッチ 第１の

内蔵アンテナ 前記第２の切
換スイッチ 第１の

内蔵アンテナ 内蔵アンテナ 内蔵アンテナ
または請求項２

３

レシーバと送受信用のホイップアンテナと受信用の第１の内蔵アンテナを備えた上筐体と
、マイクロフォンと受信用の第２の内蔵アンテナを備えた下筐体と、無線回路部と、制御
部を有し、
前記制御部は、回線接続されている時は前記ホイップアンテナと前記第２の内蔵アンテナ
を用いてダイバーシチ受信を行い、回線接続されていない時は前記ホイップアンテナと前
記第１の内蔵アンテナを用いてダイバーシチ受信を行うよう前記無線回路を制御する折り
畳み型の携帯電話機。



体側になるようにしてポケットに入れられて持ち運ばれる。従って、内蔵アンテナが人体
から離れるので、人体の影響が小さくなり、好ましい受信特性が得られる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、通話中は、上筐体１０と下筐体２０とが開かれて上筐体１０のスピーカ（
レシーバ）１３が耳に押しつけられるので、内蔵アンテナ１２も人体に接近した位置にな
る。従って、通話中は好ましい受信特性を得ることが難しいという問題がある。
【０００７】
本発明は、このような問題を解消するためになされたものであり、通話中であっても好ま
しい受信特性が得られる携帯電話機を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の態様に係る携帯電話機は、上記目的を達成するために、レシーバの近傍に
設けられた第１のアンテナと、マイクロフォンの近傍に設けられた第２のアンテナと、通
話中であるかどうかを判断する判断手段と、該判断手段により通話中で ことが判断さ
れた場合に該第１のアンテナからの信号に基づいて受信信号を生成し、通話中で こと
が判断された場合に該第２のアンテナからの信号に基づき受信信号を生成する無線部、と
を備えている。
【０００９】
この第１の態様に係る携帯電話機によれば、第１のアンテナはレシーバの近傍に設けられ
ているが、第２のアンテナはマイクロフォンの近傍に設けられているので、通話中は第２
のアンテナは人体から離れた位置になる。そして、この第２のアンテナからの信号に基づ
いて受信信号が生成される。従って、第２のアンテナは人体の影響を受け難くなるので、
良好な受信特性が得られる。
【００１０】
また、本発明の第２の態様に係る携帯電話機は、上記と同様の目的で、レシーバを備えた
上筐体とマイクロフォンを備えた下筐体とを有する折り畳み型の携帯電話機であって、該
上筐体に設けられた第１のアンテナと、該下筐体に設けられた第２のアンテナと、通話中
であるかどうかを判断する判断手段と、該判断手段により通話中で ことが判断された
場合に該第１のアンテナからの信号に基づいて受信信号を生成し、通話中で ことが判
断された場合に該第２のアンテナからの信号に基づき受信信号を生成する無線部、とを備
えている。
【００１１】
更に、本発明の第３の態様に係る携帯電話機は、上記と同様の目的で、レシーバを備えた
上筐体とマイクロフォンを備えた下筐体とを有する折り畳み型の携帯電話機であって、該
上筐体に設けられた第１のアンテナと、該下筐体に設けられた第２のアンテナと、該第１
のアンテナからの信号又は第２のアンテナからの信号の何れを通過させるかを切り換える
切換スイッチと、該切換スイッチからの信号に基づき受信信号を生成する無線部と通話中
であるかどうかを判断する判断手段と、該判断手段により通話中で ことが判断された
場合に該第１のアンテナからの信号を該無線部に供給するように該切換スイッチを切り換
え、通話中で ことが判断された場合に該第２のアンテナからの信号を該無線部に供給
するように該切換スイッチを切り換える制御手段、とを備えている。
【００１２】
この第２及び第３の態様に係る携帯電話機によれば、通話中、つまり上筐体と下筐体とが
開かれた状態では、第２のアンテナからの信号に基づき受信信号が生成される。この第２
のアンテナは下筐体に設けられているので、通話中は第２のアンテナは人体から離れた位
置になる。従って、第２のアンテナは人体の影響を受け難くなるので、良好な受信特性が
得られる。
【００１３】
一方、通話中以外、つまり上筐体と下筐体とが畳まれた状態では、第１のアンテナからの
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信号に基づき受信信号が生成される。この第１のアンテナは上筐体に設けられているので
、通話中以外、例えば机の上に載置される場合は、第２のアンテナは上側（机面から離れ
た側）に位置する。従って、空中からの電磁波を受けやすい状態になる。また、この携帯
電話機は、通常、下筐体が人体側になるようにしてポケットに入れられて持ち運ばれる。
従って、第２のアンテナが人体から離れるので、人体の影響が小さくなり、好ましい受信
特性が得られる。
【００１４】
上記第１～第３の態様に係る携帯電話機における、前記第１のアンテナ及び第２のアンテ
ナは受信専用のアンテナとすることができる。この構成によれば、受信特性が良好なアン
テナからの信号と、別途設けられる送受信用アンテナとでダイバーシチ方式で受信できる
ので、より良好な受信品質を得ることができる。
【００１５】
また、上記第１～第３の態様に係る携帯電話機における、前記判断手段は、回線が接続さ
れてから切断されるまでの間を通話中であると判断するように構成できる。この構成によ
れば、実際に通話している時だけ、人体の影響を受け難い第２のアンテナが使用され、通
話中以外、つまり待ち受け状態では第１のアンテナが使用されるので、待ち受け状態にお
ける受信品質を高めることができる。
【００１６】
更に、上記第２及び第３の態様に係る携帯電話機においては、前記上筐体と下筐体とが閉
じられている場合に閉成され、前記上筐体と下筐体とが開かれている場合に開放されるス
イッチを更に有し、該スイッチが開放されている間を通話中であると判断するように構成
できる。この構成によれば、簡単な構造であるにも拘わらず通話中であるかどうかを判断
できる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る携帯電話機の実施の形態１について、図面を参照しながら詳細に説明
する。なお、以下では、ＲＣＲ－ＳＴＤ２７「デジタル方式自動車電話」に従って構成さ
れた携帯電話機を例に挙げて説明する。
【００１８】
図１は、本発明の実施の形態１に係る携帯電話機の外観斜視図であり、図１（Ａ）は開か
れた状態、図１（Ｂ）は畳まれた状態を示す。なお、下筐体内蔵アンテナ２２が追加され
ていることを除けば、この携帯電話機の構造は、先に図５を参照して説明した従来の携帯
電話機と同じである。従って、上述した従来の携帯電話機と同一又は相当の部分には同一
の符号を付す。
【００１９】
図２は、本発明の実施の形態１に係る携帯電話機の電子回路の構成を示すブロック図であ
る。この携帯電話機は、ホイップアンテナ１１、上筐体内蔵アンテナ１２、スピーカ１３
、操作部１４、マイクロフォン２１、下筐体内蔵アンテナ２２、内蔵アンテナ切換スイッ
チ３０、ダイバーシチスイッチ３１、無線部３２、変復調部３３、制御部３４及び音声処
理部３５で構成されている。
【００２０】
上筐体内蔵アンテナ１２は、受信専用のアンテナであり、例えば逆Ｆ型アンテナで構成さ
れる。この上筐体内蔵アンテナ１２は、図１に示すように、上筐体１０に内蔵され、受信
した電磁波を電気信号に変換して内蔵アンテナ切換スイッチ３０の端子Ａ１に供給する。
【００２１】
下筐体内蔵アンテナ２２は、受信専用のアンテナであり、例えば逆Ｆ型アンテナで構成さ
れる。この下筐体内蔵アンテナ２２は、図１に示すように、下筐体２０に内蔵され、受信
した電磁波を電気信号に変換して内蔵アンテナ切換スイッチ３０の端子Ｂ１に供給する。
【００２２】
内蔵アンテナ切換スイッチ３０は２接点スイッチで構成され、制御部３４からの制御信号
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ＳＳ１に応じて、その共通端子Ｃ１が端子Ａ１又は端子Ｂ１の何れかに接続される。この
共通端子Ｃ１は、ダイバーシチスイッチ３１の端子Ｂ２に接続されている。従って、制御
部３４からの制御信号ＳＳ１に応じて、上筐体内蔵アンテナ１２からの信号又は下筐体内
蔵アンテナ２２からの信号の何れかが、ダイバーシチスイッチ３１の端子Ｂ２に供給され
る。
【００２３】
ホイップアンテナ１１は、送信及び受信の双方に共通に使用されるアンテナであり、例え
ばモノポールアンテナで構成される。このホイップアンテナ１１は、図１に示すように、
上筐体１０から引き出すことができると共に、該上筐体１０の内部に収納することができ
るように構成されている。このホイップアンテナ１１は、受信した電磁波を電気信号に変
換してダイバーシチスイッチ３１の端子Ａ２に供給すると共に、無線部３２からダイバー
シチスイッチ３１の端子Ａ２を介して送られてくる信号を空中に放出する。
【００２４】
ダイバーシチスイッチ３１は、受信スロットの直前に、ホイップアンテナ１１側のブラン
チと、上筐体内蔵アンテナ１２及び下筐体内蔵アンテナ２２側のブランチとを切り換える
ために使用される。即ち、ダイバーシチスイッチ３１は２接点スイッチで構成され、制御
部３４からの制御信号ＳＳ２に応じて、その共通端子Ｃ２が端子Ａ２又は端子Ｂ２の何れ
かに接続される。このダイバーシチスイッチ３１の共通端子Ｃ２は、無線部３２に接続さ
れている。従って、制御部３４からの制御信号ＳＳ２に応じて、ホイップアンテナ１１か
らの信号又は内蔵アンテナ切換スイッチ３０からの信号の何れかが、無線部３２に供給さ
れる。
【００２５】
無線部３２は、ホイップアンテナ１１からダイバーシチスイッチ３１を介して送られてく
る無線周波帯信号、又は、上筐体内蔵アンテナ１２又は下筐体内蔵アンテナ２２から内蔵
アンテナ切換スイッチ３０及びダイバーシチスイッチ３１を介して送られてくる無線周波
帯信号から信号成分を取り出し、これを変復調部３３に供給する。また、この無線部３２
は、変復調部３３からの変調信号をダイバーシチスイッチ３１を介してホイップアンテナ
１１に供給する。この無線部３２の動作は、制御部３４からの信号に従って制御される。
【００２６】
変復調部３３は、無線部３２からの信号を復調する。この復調により、制御データ、音声
データ等が得られる。この変復調部３３で得られた制御データは制御部３４に供給され、
音声データは音声処理部３５に供給される。また、変復調部３３は、制御部３４からの制
御データ及び音声処理部３５からの音声データを変調する。この変調された制御データ及
び音声データは、無線部３２に供給される。
【００２７】
制御部３４は、この携帯電話機の全体を制御する。即ち、制御信号ＳＳ１及びＳＳ２を生
成し、それぞれ内蔵アンテナ切換スイッチ３０及びダイバーシチスイッチ３１に供給する
ことにより、内蔵アンテナの選択及びダイバーシチ制御を行う。また、無線部３２の動作
を制御し、変復調部３３との間の制御データの送受を制御し、音声処理部３５へデータの
供給を制御し、更に操作部１４との間のデータの送受を制御する。
【００２８】
音声処理部３５にはレシーバとしてのスピーカ１３及びマイクロフォン２１が接続されて
いる。音声処理部３５は、変復調部３３からの音声データに基づく音声信号、制御部３４
からのデータに基づく呼出音信号、警告音信号等を生成する。これらの信号はスピーカ１
３に供給される。これにより、スピーカ１３から音声が放音され、また呼出音や警告音が
放音される。また、この音声処理部３５は、マイクロフォン２１からの音声信号に基づき
音声データを生成する。この音声データは、変復調部３３に供給される。
【００２９】
操作部１４には、図示しないスイッチ及びディスプレイ装置が含まれている。スイッチは
、例えば電話番号の入力、動作モードの設定、各種データの登録等に使用される。また、

10

20

30

40

50

(5) JP 3667517 B2 2005.7.6



ディスプレイ装置は、日付、時刻、既登録データ、電波状態等といったメッセージを文字
や絵で表示するために使用される。この操作部１４のスイッチを用いて入力されたデータ
は制御部３４に供給される。また、操作部１４のディスプレイ装置には、制御部３４から
表示用データが供給される。
【００３０】
以上の構成において、この携帯電話機の動作を、図３のフローチャートを参照しながら説
明する。なお、このフローチャートに示した処理は制御部３４において行われるものであ
り、また、内蔵アンテナの選択動作を中心にした処理のみが示されている。なお、通話中
以外は、内蔵アンテナ切換スイッチ３０は、上筐体内蔵アンテナ１２を選択しているもの
とする。
【００３１】
この制御部３４では、先ず、ダイヤル操作が行われたかどうかが調べられる（ステップＳ
１０）。即ち、操作部１４の図示しないスイッチによって通話相手の電話番号が入力され
たかどうかが調べられる。ここで、ダイヤル操作が行われていないことが判断されると、
該ステップＳ１０が繰り返し実行され、所謂待ち受け状態が形成される。
【００３２】
この待ち受け状態（ステップＳ１０の繰り返し実行中）において、ダイヤル操作が行われ
たことが判断されると、回線接続処理が開始される（ステップＳ１１）。次いで、呼出音
を発生する処理が行われる（ステップＳ１２）。即ち、制御部３４は、所定のデータを音
声処理部３５に送る。これにより、スピーカ１３から呼出音が発生されるので、ユーザは
現在呼出中であることを知ることができる。
【００３３】
次いで、回線接続が完了したかどうかが調べられる（ステップＳ１３）。ここで、完了し
ていないことが判断されるとステップＳ１２に戻り、再度同様の処理が繰り返される。こ
のステップＳ１２及びＳ１３の繰り返し処理により呼出音を発生しながら回線接続が完了
するのを待つ機能が実現されている。
【００３４】
このステップＳ１２及びＳ１３の繰り返し実行の過程で、ステップＳ１３で回線接続が完
了したことが判断されると、次いで、下筐体内蔵アンテナ２２が選択される（ステップＳ
１４）。即ち、制御部３４は制御信号をアクティブにする。これにより、内蔵アンテナ切
換スイッチ３０の共通端子Ｃ１は端子Ｂ１に接続され、下筐体内蔵アンテナ２２が選択さ
れる。これにより、ホイップアンテナ１１と下筐体内蔵アンテナ２２とを用いたダイバー
シチ受信が行われる状態になる。
【００３５】
次いで、通話処理が行われる（ステップＳ１５）。即ち、無線部３２において、ホイップ
アンテナ１１又は下筐体内蔵アンテナ２２で受信された信号から有意信号が取り出され、
変復調部３３に供給される。変復調部３３は、無線部３２からの信号を復調し、音声デー
タとして音声処理部３５に供給する。音声処理部３５では、この音声データに基づいて音
声信号を生成し、スピーカ１３に供給する。これにより、話者は通話相手からの音声を聞
くことができる。
【００３６】
また、話者が発声することによりマイクロフォン２１で発生された音声信号は音声処理部
３５に供給される。そして、この音声処理部３５で音声データに変換されて変復調部３３
に供給される。変復調部３３は、この音声データを変調し、無線部３２を介してホイップ
アンテナ１１に供給する。これにより、話者が発生した声は、電磁波としてホイップアン
テナ１１から空中に放出される。
【００３７】
次いで、通話が終了したかどうかが調べられる（ステップＳ１６）。これは、例えば操作
部１４の所定のスイッチが押されたかどうかを調べることにより行われる。そして、通話
が終了していないことが判断されると、ステップＳ１５へ戻り、再度同様の処理が繰り返
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される。このステップＳ１５及びＳ１６の繰り返し処理により通話を継続する機能が実現
されている。
【００３８】
このステップＳ１５及びＳ１６の繰り返し実行の過程で、通話が終了したことが判断され
ると、回線切断処理が行われる（ステップＳ１７）。次いで、上筐体内蔵アンテナ１２が
選択される（ステップＳ１８）。即ち、制御部３４は制御信号をノンアクティブにする。
これにより、内蔵アンテナ切換スイッチ３０の共通端子Ｃ１は端子Ａ１に接続され、上筐
体内蔵アンテナ１２が選択される。これにより、ホイップアンテナ１１と上筐体内蔵アン
テナ１２とを用いたダイバーシチ受信が行われる状態になる。その後、シーケンスはステ
ップＳ１０に戻り、待ち受け状態に入る。
【００３９】
なお、上記フローチャートには示されていないが、ダイバーシチ受信は以下のようにして
行われる。即ち、ダイバーシチスイッチ３１は、受信スロットの直前で、ホイップアンテ
ナ１１側のブランチと、上筐体内蔵アンテナ１２及び下筐体内蔵アンテナ２２側のブラン
チとが切り替えられる。そして、各ブランチで受信された信号は無線部３２に入力されそ
のレベルが測定される。
【００４０】
制御部３４は、測定の結果、レベルが高かったブランチで受信すべく、１受信スロットの
間、制御信号ＳＳ２をアクティブ又はノンアクティブにすることによってダイバーシチス
イッチ３１を固定する。ここで１受信スロットは２０ｍＳの３分の１である。また、受信
スロットの直前とは、受信スロット開始１ｍＳ前から受信開始までの期間をいう。
【００４１】
以上説明したように、この実施の形態１の無線電話機によれば、通話中は下筐体２０に設
けられた下筐体内蔵アンテナ２２を用いて受信が行われ、例えば待ち受け中、その他の処
理中といった通話中以外には上筐体１０に設けられた上筐体内蔵アンテナ１２を用いて受
信が行われる。従って、通話中は受信専用の内蔵アンテナが人体から離れた位置になるの
で、レシーバを耳につけたときの特性の劣化が少なくなり、良好な受信状態が得られる。
また、例えば机の上などに置いたときやポケットに入れたとき等といった通話中でないと
き（例えば待ち受け中）は受信レベルが高くなる。
【００４２】
なお、上述した実施の形態１では、携帯電話機から発呼する場合の処理についてのみ説明
したが、着呼があった場合も、通話中は下筐体内蔵アンテナ２２を用いて受信を行うよう
に構成できる。この場合、上述した発呼時の処理と同様に、回線が接続されている間だけ
下筐体内蔵アンテナ２２を用いて受信を行うように構成すればよい。
【００４３】
また、上述した実施の形態１では、回線が接続されている間だけ、下筐体内蔵アンテナ２
２を用いて受信を行うように構成したが、逆に、待ち受け状態のときのみ上筐体内蔵アン
テナ１２を用いて受信するように構成できる。この場合、例えば図３に示したステップＳ
１０の直前で上筐体内蔵アンテナ１２を選択し、ステップＳ１０の直後で下筐体内蔵アン
テナ２２を選択するように構成すればよい。
【００４４】
次に、本発明の実施の形態２に係る携帯電話機について説明する。この携帯電話機は、通
話中であるかどうかを判断するために、回線が接続中であるかどうかを判断する代わりに
マイクロスイッチが用いられる。
【００４５】
この実施の形態２に係る携帯電話機の外観斜視図を図４に示す。この携帯電話機では、上
述した実施の形態１に係る携帯電話機にマイクロスイッチ１５及び押圧部２３が追加され
て構成されている。即ち、上筐体１０の所定部位にマイクロスイッチ１５が設けられ、折
り畳んだ場合にこのマイクロスイッチ１５に当接する下筐体２０の位置に押圧部２３が設
けられている。
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【００４６】
このマイクロスイッチ１５は、上筐体１０と下筐体２０とが開かれた状態では、マイクロ
スイッチ１５の突起（図示しない）が押圧部２３から開放されることによりオフになる。
一方、上筐体１０と下筐体２０とが折り畳まれた状態では、マイクロスイッチ１５の突起
が押圧部２３により押圧されることによりオンにされる。そして、このマイクロスイッチ
１５からの信号は制御部３４に供給されるように構成される。なお、このマイクロスイッ
チ１５のオン及びオフの関係は上記の逆であってもよい。
【００４７】
上記の構成においては、制御部３４で行われる一連の処置の途中で随時マイクロスイッチ
１５の状態を調べ、このマイクロスイッチ１５がオンであれば上筐体内蔵アンテナ１２を
選択し、オフであれば下筐体内蔵アンテナ２２を選択するよいうに構成すればよい。これ
により、上筐体１０と下筐体２０とが開かれた状態では下筐体内蔵アンテナ２２が使用さ
れ、これらが折り畳まれた状態では上筐体内蔵アンテナ１２が使用されることになるので
、上記実施の形態１の場合と同様の効果を奏する。
【００４８】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、通話中であっても好ましい受信特性が得られる携
帯電話機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る携帯電話機の外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る携帯電話機の電子回路の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態１に係る携帯電話機の動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態２に係る携帯電話機の外観斜視図である。
【図５】従来の携帯電話機の外観斜視図である。
【符号の説明】
１０　上筐体
１１　ホイップアンテナ
１２　上筐体内蔵アンテナ
１３　スピーカ（レシーバ）
１４　操作部
１５　マイクロスイッチ
２０　下筐体
２１　マイクロフォン
２２　下筐体内蔵アンテナ
２３　押圧部
３０　内蔵アンテナ切換スイッチ
３１　ダイバーシチスイッチ
３２　無線部
３３　変復調部
３４　制御部
３５　音声処理部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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